
　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 郵便局 026740 寒川倉見郵便局 - 神奈川県高座郡寒川町倉見３７８３－１２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 026740 寒川倉見郵便局 - 神奈川県高座郡寒川町倉見３７７６－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 228910 四日市桜台簡易郵便局 ○ 三重県四日市市桜台１－３１－８ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 228910 四日市桜台簡易郵便局 ○ 三重県四日市市桜台１－３１－８ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 228980 坂下簡易郵便局 ○ 三重県亀山市関町沓掛８０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 310420 大谷郵便局 - 石川県珠洲市大谷町１７－１２－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 310420 大谷郵便局 - 石川県珠洲市大谷町１－９２－１０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 527790 米子上粟島簡易郵便局 ○ 鳥取県米子市彦名町３６－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 527790 米子上粟島簡易郵便局 ○ 鳥取県米子市彦名町３６－７ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 532220 鳥上郵便局 - 島根県仁多郡奥出雲町大呂９９０－６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 532220 鳥上郵便局 - 島根県仁多郡奥出雲町大呂１１８２－２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 537940 里方簡易郵便局 ○ 島根県雲南市木次町里方５９６－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 547990 上河原簡易郵便局 ○ 岡山県津山市上河原２１８－１７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 547990 上河原簡易郵便局 ○ 岡山県津山市上河原２１８－１７ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 647910 船岡簡易郵便局 ○ 高知県高知市朝倉甲２４８－１０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 737290 都城榎原簡易郵便局 ○ 宮崎県都城市鷹尾５－８街区２３ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

契約解除

R7.7.1 住居表示変更

R7.7.1 契約締結

R7.7.1 業務変更

R7.7.1 契約解除

R7.7.1

R7.7.1 移転・再開

R7.7.1 住居表示変更

R7.7.1 移転・再開

R7.7.1 業務変更

R7.7.1 契約解除

別紙
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変更前 営業所 767340 山下簡易郵便局 ○ 長崎県五島市富江町山下２８３－３ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 768160 新戸町簡易郵便局 ○ 長崎県長崎市新戸町３－１８－１４ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 郵便局 768160 新戸町簡易郵便局 ○ 長崎県長崎市新戸町３－１８－１４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 127720 大蔵簡易郵便局 ○ 新潟県五泉市大蔵１４０－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 001950 江東木場郵便局 - 東京都江東区木場５－５－１２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 001950 江東木場郵便局 - 東京都江東区木場１－５－９ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 025430 横浜中尾郵便局 - 神奈川県横浜市旭区中尾１－４８－７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 025430 横浜中尾郵便局 - 神奈川県横浜市旭区中尾２－３０－２５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 030530 荒川郵便局 - 埼玉県秩父市荒川白久１７８９－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 030530 荒川郵便局 - 埼玉県秩父市荒川贄川６４４－１１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 790310 西阿室郵便局 - 鹿児島県大島郡瀬戸内町西阿室２－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 790310 かけろま瀬相郵便局 - 鹿児島県大島郡瀬戸内町大字瀬相７４２－２７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 031450 志多見郵便局 - 埼玉県加須市志多見１６３７－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 031450 志多見郵便局 - 埼玉県加須市志多見１７９４－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 430780 黒井郵便局 - 兵庫県丹波市春日町黒井９９３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 430780 黒井郵便局 - 兵庫県丹波市春日町黒井１５６１－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 543550 岡山天神郵便局 - 岡山県岡山市北区天神町１０－１７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 543550 岡山天神郵便局 - 岡山県岡山市北区天神町１０－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

    「関連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

R7.7.5 契約解除

R7.7.1 契約解除

R7.7.1 業務変更

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。
　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。
　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は

R7.7.28 移転

R7.7.28 移転

R7.7.7 移転・改称

R7.7.28 移転

R7.7.7 移転

R7.7.7 移転

R7.7.7 移転


